　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年11月21日
区　長　各　位

豊岡市長　　門間　雄司　


2025年度　道路除雪について（お願い）


　豊岡市では、道路交通の確保を優先するため、幹線道路や通学路などの中からあらかじめ除雪路線を定め、積雪が概ね15㎝以上になった場合、または15㎝以上になると見込まれる場合、早朝から除雪作業を行います。
積雪状況、予期せぬ障害物等により、作業が遅れる場合がありますので、裏面のとおり円滑な除雪作業に向けてご協力をお願いします。


１　添付資料　除雪対象路線図

２　除雪に関する問合せ先
	道路の区分
	担 当 部 署
	電話番号

	国道・県道
	豊岡土木事務所　道路第２課
	２６－３７５３

	
市道
	豊岡市役所　建設課　 
	２３－１１１５

	
	豊岡市役所　但東振興局地域振興課
※平日の日中のみ
	２１－９０３２



※　除雪業者への直接の連絡はお控えください。








【スムーズな除雪作業のため、ご協力ください】

〇　除雪は国・県・市道のうち、あらかじめ選定した路線のみを行います。（その他は対象外です）

〇　除雪路線以外の道路除雪は、地区または個人で行ってください。

〇　道路に雪を捨てる行為は、危険なため行わないでください。

〇　路上駐車はしないでください。（除雪作業の遅れや中止の原因になります）

〇　除雪路線付近の植木鉢等は、撤去または移設してください。（破損のおそれがあります）

〇　道路上から移動できない物（ゴミステーション等）は、積雪時でも位置が分かるようにポールなどの目印を設置してください。

〇　除雪路線上の庭木や山の立木が道路に張り出している場合は、所有者が伐採してください。（作業の支障になることがあります）

〇　除雪路線付近の獣害防止柵等は、一時的に撤去または移設をしてください。（破損のおそれがあります）

〇　除雪作業中の業者への指示、呼び止め等の行為は行わないでください。（除雪車に近づくことは非常に危険です）

〇　除雪の際、家の前に雪の塊ができることがありますが、道路交通の確保を最優先に除雪作業を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

